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令和７年 12月 23日（火） 

＜富山県、香川県同時発表＞   

 

 

１．  大気・水・土壌環境の保全に関し顕著な功績のあった団体や個人に対

し、その功績を讃えるため、環境省水・大気環境局長から表彰状を授与し

ます。 

   

２． なお、表彰状の伝達は、推薦地方公共団体等から行われます。 

 

 受賞者数：８（団体：６団体、個人：２名） ※ 詳細は別紙のとおり 

 

 

【添付資料】 

・ 別紙 令和７年度「大気・水・土壌環境保全活動功労者表彰」受賞者一覧 
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環境省水・大気環境局総務課 

代  表：03-3581-3351 

直  通：03-5521-8286 

課  長：松﨑 裕司 

課長補佐：岩山 政史 

係  長：松本 寛子 

令和７年度大気・水・土壌環境保全活動功労者表彰の 
受賞者の決定について 

 



令和７年度「大気・水・土壌環境保全活動功労者表彰」受賞者一覧（敬称略）
別紙　　　　

推薦者 団体 個人 主な功績

1 北海道 大塚 英幸
おおつか　ひでゆき

永年にわたり北海道立総合研究機構（旧北海道環境科学研究センター）で大気環境保全の調査研究に従事し、固定発生源の大
気汚染物質排出や清浄地域・都市部の大気粒子状物質の長期観測を通じ、大気環境の変動に関する論文・学会発表で顕著な業
績を挙げた。近年は、増加する木チップ燃焼ボイラの排出実態解明や、平成30年の水銀排出規制時の「排出ガス中水銀測定の手
引き」作成を通じ、技術普及と排出抑制に貢献した。

2 富山県 NPO法人富山の名水を守る会
えぬぴーおーほうじんとやまのめいすいをまもるかい

富山の名水を守り永く後世に残していくことを目的に、名水の水質検査・調査研究を行ってきた。
また、名水案内や機関紙等の作成、名水周辺の清掃活動を通して名水の環境保全とその普及啓発、及び利用者・愛飲者の保護
を図っている。また、名水や水環境に関する講座、展示発表や県外の名水探訪を通し、多くの人との交流を深め県内名水を後世
へと引き継いでいく取り組みを行った。

3 富山県 女良公民館・宇波公民館
めらこうみんかん・うなみこうみんかん

女良・宇波公民館の公民館合同事業として、地元の親子、ロータリーや氷見市自然保護員協議会の希望者による虻が島の海岸で
の自然観察会と清掃活動を実施し、活動を通じて島の環境を守り、良好な海洋環境の保全の大切さを伝える活動を行っている。ま
た、女良公民館主催で、海の恵みを実感し地域の魅力を再発見するため、わかめの種付けと刈り取り体験を地域住民と協力して
実施している。

4 徳島県 徳島市八万小学校
とくしましはちまんしょうがっこう

平成１７年度以降毎年、総合的な学習の一環として、５年生が学校周辺を流れる複数の河川（冷田川、園瀬川及び御座船入江川）
の水質調査を実施し、水環境の保全についての理解を深めるとともに、生活排水が河川に与える悪影響について考える水環境学
習を行うなど、地域の水環境保全・普及啓発に貢献している。

5 香川県 石野令和会
いしのれいわかい

平成13年に「渓道川・鮎返りの滝」を「残したい香川の水環境50選」に認定し、平成28年から現在にかけて「渓道川・鮎返りの滝」の
香川県水環境保全推進員として当該団体を委嘱している。
年間を通して渓道川・鮎返りの滝周辺で環境巡視を行うとともに、年２回滝周辺で清掃活動を実施している。また、毎年２月上旬に
開催される財田川の河川清掃等の環境保全活動にも積極的に参加している。

6 香川県 伊吹地区自治協議会
いぶきちくじちきょうぎかい

平成13年に「伊吹島・股島・円上島」を「残したい香川の水環境50選」に認定し、平成13年から現在にかけて「伊吹島・股島・円上
島」の香川県水環境保全推進員として当該団体を委嘱している。
各島周辺で環境巡視を行うとともに、年６回海底及び海岸の清掃活動を実施している。
また、年２回伊吹島内全般にわたり、用水路のごみ清掃を実施している。
本団体は、長年にわたって活動を実施しており、各島の環境保全に貢献している。

7 香川県 日本ボーイスカウト香川連盟高松第６団
にほんぼーいすかうとかがわれんめいたかまつだいろくだん

平成13年に「玉藻公園」を「残したい香川の水環境50選」に認定し、平成13年から現在にかけて「玉藻公園」の香川県水環境保全
推進員として当該団体を委嘱している。
年１回玉藻公園内の環境巡視及び清掃活動を実施している。 また、青少年を対象とし、野外活動・奉仕活動等を通して、地域社会
における環境保全などに係る教育活動を実践している。

8 宮崎県 大峰
おおみね

　　愿
すなお

宮崎県三股町は、平成６年に制定した三股町河川をきれいにする条例に基づいて、同年に河川浄化等推進員を設置し、大峰愿氏
は設置当初から推進員として31年間、定期的な河川パトロールや啓発等を通じて、河川の浄化及び愛護の推進活動を行った。ま
た、活動を通じて、NPO法人都城大淀川サミットやNPO法人大淀川流域ネットワークの活動にも積極的に参加し、様々な交流の場
を通じて幅広く普及啓発に努めた。

団体　６ 個人　２ 合計　８
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